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会  議  報  告  書 

会議名 （仮称）矢板市まちづくり基本条例策定委員会第４回会議 

日 時 平成２２年１月１９日（火）午後７時００分～８時３０分 

場 所 市役所 ２階 本館会議室 

出席者 
 

市 只木秘書政策室長、鈴木政策班長 政策班 赤羽主幹、和田副主幹、高瀬

  主任 

策定委員 別紙名簿のとおり 

１ 開 会（政策班 赤羽主幹） 

  開会及び資料の確認 

 

２ あいさつ（三好会長） 

  新しい年を迎え、今日は第１回目の策定委員会です。 
 明日は、大寒で、一年で一番寒い季節がやってきました。 
そのような中、又、お忙しいところ、ご出席いただき有り 
難うございました。 
 昨年は、いろいろありましたが、その中で昨年の１０月 
に福島県伊達市の霊山町に視察研修に行ったときのことを 
紹介して挨拶にしたいと思います。 
 塩谷町には廃校を利用した星降る学校がありますが、この霊山町にある「里山がっこ

う」、これはNPO法人が運営をしていますが、廃校となった中学校を移築して平成１２年

から体験交流を中心とした施設で運営されています。事業は子供達の健全育成事業、生き

甲斐づくり事業などを行っています。 
 私は、通常このような事業を立ち上げる場合は、行政の力、関係機関の力をいただきな

がら立ち上げると思っていましたが、お話しを伺いますと、実は地元にいる農家の方一人

が主に立ち上げたということを聞き、目から鱗が落ちた気がして聞いておりました。 
 現在６０人ほどのスタッフと数百人の会員いるということです。農家の方の思いが町お

こしに大きく繋がっていて、まちづくりの原点を勉強させていただいた思いで紹介しまし

た。 
 今日は第４回ということで条例の骨子に入っていきます。いままでの話し合いを踏ま

え、また今日の資料などを参考に、矢板市ならではの条例の骨組みを検討して頂きたいと

思います。今日だけでは検討することは難しいと思いますので次回にかけて検討して行き

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
３ まちづくり基本条例骨格の検討２ 

 （１） 矢板市の条例に盛り込みたい項目について  

     事務局より資料の説明 
     （ワークショップ） 
     今回４班で行う予定のワークショップについては A 班と D 班が欠席者が多い 
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    ため、A 班と D 班を合同で行うこととした。 
    
 作業風景   （Ａ班、Ｄ班合同）           Ｂ班 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Ｃ班 

 
 
 
 
 
 
 
  

    次回はＢ班が作成した条例の骨格を参考にさらに詳しい項目について検討  

   することとした。 

    なお、事前にＢ班の骨格に表を各委員に送付することに決定。 

 

 

４ その他 

   なし 

  

５ 閉会 20:30 

 
 



Ａ、Ｄ班 ～盛り込みたい項目について～
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矢板のまちづくりに

盛り込みたい
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あいさつの
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